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　市内で開催するイベントなどに、授乳用テントや折
りたたみ式おむつ交換台などを｢移動式赤ちゃんの駅｣
として無料で貸し出します。
【サイズ】
大＝奥行き１８０㎝×幅２７０㎝×高さ２７５㎝
小＝奥行き１８０㎝×幅１８０㎝×高さ２７５㎝
【貸し出し条件】
▽市内でイベントを主催する団体
▽�乳幼児を連れた保護者が参加
できるイベント���など

【貸出し期間】
イベントの当日を含む７日以内

　４月１日より、持ち込みごみ、大型ごみ、臨時ごみ
収集、動物の死体収集の電話受付業務が統合されます。

　市では、｢赤ちゃんの駅｣を設置していただける市内
の事業所や店舗などを募集しています。
　授乳やおむつ替えができる施設を｢赤ちゃんの駅｣と
して登録することで、子育て中の保護者が安心して外
出できるように環境整備を推進しています。
登録条件
▽授乳ができる（必須）
▽おむつ交換ができるベビーベット
　またはおむつ交換台がある（必須）
▽外部から見えないこと（必須）
▽ミルク用のお湯の提供ができる���など
登録方法
　協力を得られる事業所などからの登録申請が必要に
なります。詳しい手続き方法は、問い合わせください。

　桐
とうげんしゃ
絃社の中島警子氏から市立学校用として市教

育委員会に２面の箏を寄贈していただきました。
　今年度は、首藤修一教育長からさつき学園の代
表児童へ贈呈を行いました。
　今後、日本の伝統楽器に触れる機会を与えるも
のとして、活用します。
　なお、もう1面の箏は寺方南小学校に贈呈され
ました。

　利用者の皆さんの利便性を考え、４月１日より月曜
日～土曜日の利用時間をこれまでの１3:3０開室から、
１０:００開室へと拡大しますので、ぜひ利用してくださ
い。
時１０:００～２１:００まで
注�日曜日、祝日の利用時間はこれまで通り１０:００～
１７:００（木曜日は休館）時５月１９日（日）９:3０～１４:3０

場大枝公園
注�今年度は５月１９日（日）の開催となります。
　詳細は広報もりぐち５月号に掲載します。

移動式赤ちゃんの駅

持ち込みごみなどの予約

登録施設を募集

日本の伝統楽器を奏でよう

図書室の利用時間を拡大

守口市こどもまつり

申・問子育て支援センター���℡ �０６－６９９５－７８33

問電話受付センター���℡ �０６－６９９７－７７６６

問子育て支援センター���℡ �０６－６９９５－７８33

問教育総務課���℡ �０６－６９９５－3１５２

問生涯学習・スポーツ振興課���℡ �０６－６９９５－3１５８
問守口文化センター�������������℡ �０６－６９９２－１２７６

問�こどもまつり実行委員会事務局（コミュニティ推進
課内）���℡ �０６－６９９２－１５２０

守口文化センター

第51回

「赤ちゃんの駅」
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台
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す
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収
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縦
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５
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縦
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納税者
（共有者含）

納税者と
同居の親族 納税管理人 借地人

借家人
納税者からの
委任状などを
持参の人

閲覧 ○ ○ ○ ○ ○

縦覧 ○ ○ ○ × ○

注以下のものが必要となります。
　▽閲覧または縦覧の申請者は、本人確認ができるもの
　▽同居の親族が申請するときは、納税者との関係が確認できるもの
　▽�納税者が法人の場合は、法人の代表者または受任者であることを証するも
の（委任状など）

　▽�借地人や借家人は、賃貸借契約書など地上権そのほかの権利の成立および
有効性を証する書類
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固
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１０
年
以
上
を
経
過
し

た
住
宅
で
、
一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工

事
を
行
っ
た
場
合（
貸
家
住
宅
を
除
く
）、改

修
工
事
が
完
了
し
た
翌
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３
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０
０
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じ
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固
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受
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①
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②
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③
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④
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⑤
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⑦
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介
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付
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③
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